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議案第191号 

 

大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画の認定について 

 

令和４年６月30日付けで別紙申請書により申請のあった大阪駅周辺地区地域来訪

者等利便増進活動計画については、申請のとおり認定する。 

令和４年11月30日提出 

 

大阪市長  松 井 一 郎   

 

説 明 

大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画について認定をするため、地域再生

法第17条の７第９項の規定により、この案を提出する次第である。 

 



 

（別紙申請書） 
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地域来訪者等利便増進活動計画認定申請書 

 

2022 年 6 月 30 日 

 

大阪市長 殿 

 

        一般社団法人大阪梅田エリアマネジメント 

代表理事 植松宏之 

 

 

 

地域再生法第 17 条の７第 1 項の規定に基づき、地域来訪者等利便増進活動計画について、

次のとおり、認定を申請します。 

 

１ 大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画 

 

２ 添付書類 

（１） 定款及び登記事項証明書 

    （２） 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書

及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの 

    （３） 地域再生法第 17 条の７第 5 項の同意を得たことを証する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類省略 
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大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 6月 

 

 

一般社団法人大阪梅田エリアマネジメント 

 

 

 

（別紙） 
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１．地域来訪者等利便増進活動を実施する区域（以下「活動区域」という。） 

大阪市北区梅田 1丁目・同 3丁目、角田町の各一部（図 1赤枠のとおり）   

 

図 1 活動区域（マップナビおおさかを使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域来訪者等利便増進活動の目標 

大阪駅周辺地区は、一日約 250万人の鉄道乗降客がある日本最大級のターミナル機能を

保有し、商業、オフィス、ホテル、エンターテイメントなどの多くの人を引き付けるビジ

ネスが広がっている。2011 年からの都市再生プロジェクト推進により、大阪駅周辺地区の

民間事業所従業者数は約 3.5万人（2016年/2009 年)増加している。 

先般竣工した大阪梅田ツインタワーズ・サウス（阪神百貨店建替）のほか、今後の梅田

3丁目計画（大阪中央郵便局跡地）、うめきた 2期地区開発などの竣工により、ますます従

業者数が増加し、人材交流が一層促進されることが期待される。 

同地区では、ビル単位でイベントを開催し集客を図るものもあれば、地区全体の回遊性

を図るためにイベントを開催し、同地区全体の魅力向上や不動産価値を高めようとする活

動もある。 

大阪駅 

梅田１ 梅田２ 

梅田３ 

大深町 

曽根崎２ 

小松原町 

角田町 

芝田１ 阪急大阪梅田駅 

阪神大阪梅田駅（地下） 
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一般社団法人大阪梅田エリアマネジメントでは、地域再生エリアマネジメント負担金制

度を活用し、活動区域への来訪者が増加しその交流が促進されるような取り組みを実施す

ることにより、活動区域内への消費活動の活性化やエリア内の魅力度向上を目指すことと

する。そのための活動目標を表１のとおりとする。 

 

 表１「活動目標（KPI）」 

※2023～2026 年度の増加分は、事業開始前の数値の１％程度を想定。 

 

 

３．地域来訪者等利便増進活動の内容 

 （１）イベント系事業 

   健康増進イベント「梅田あるくフェス」の実施(年 1回､毎年 10月頃開催） 

  ・特設会場（3 会場）…健康をテーマとした「運動」「食」「心」にまつわる出店 

①JR 大阪駅（大阪ステーションシティ）付近 

    「運動」や「身体」の視点から、身体を使った測定等の体験型コンテンツ 

   ②阪急うめだ本店（大阪梅田ツインタワーズ・ノース）付近 

    「食」の視点から、阪急うめだ本店と連携した防災やニューノーマルな食事をテ

ーマに楽しめるコンテンツ 

   ③阪神梅田本店（大阪梅田ツインタワーズ・サウス）付近 

    「心」の視点から、阪神百貨店等と連携した心と身体がリフレッシュできる体験型

コンテンツ 

  ・ラリーコンテンツ…各会場に設置されたラリーポイントを巡る回遊促進施策 

専用アプリを活用したデジタルスタンプラリーを実施。 

   ・上記イベントにおける効果測定 

（２）公共空間整備運営系事業 

   当該イベントの開催時における公共空間のあり方・利活用手法に係る調査・検討 

・新たな規制緩和による公共空間の活用（阪急うめだ本店西側歩道等） 

・AI による人流データの解析・計測（公共空間含む） 

イベント来訪者等の満足度向上 50% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

イベント開催時における
活動区域の売上高増加

92,400千円 924千円 924千円 924千円 924千円

イベント（梅田あるくフェス）への
来訪者数の増加

14,000人 140人※ 140人※ 140人※ 140人※

400人※
イベント開催時における
歩行者通行量の増加

42,500人 400人※ 400人※ 400人※

活動目標（KPI）
事業開始前
（現時点）

2023年度
増加分

（１年目）

2024年度
増加分

（２年目）

2025年度
増加分

（３年目）

2026年度
増加分

（４年目）
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（３）情報発信系事業 

   イベントを活用したエリアプロモーション 

   ・公式 WEBサイト・SNS・サイネージにおける発信 

   ・各会場で連携した団体との相互発信（出店者や大阪府が提供する健康サポートアプ

リ「アスマイル」と連携した広域的発信など） 

 

４．地域来訪者等利便増進活動により受益事業者が受けると見込まれる利益の内容及び程度 

(１)活動の経済効果（利益）の推定方法 

経済効果（利益）は、当該活動により生じる来訪者数増加に伴う活動区域内の大規模

小売店舗における売上増に係る家賃収入の上昇額とし、以下の考え方で算出する。 

〇受益事業者＝大規模小売店舗への不動産貸付事業者 

  〇不動産貸付事業者の受益額 

    ＝当該活動により生じる来訪者数増加に伴う活動区域内の大規模小売店舗における 

売上増に係る家賃収入の上昇額 

    ＝①総来訪者数×②1人当たりの消費額×③賃料水準（％） 

 

(２)経済効果（利益）の推定 

   令和３年度に実施した『大阪梅田地区地域来訪者等利便増進活動計画策定に向けた検

証』より得られた以下のデータ、および公表資料を用い、受益事業者の受益額を

6,521,000 円（①×②×③、千円未満切捨）と推定した。 

① 総来訪者数 14,116人 

※令和 3 年度検証におけるイベント参加者 

② 1人当たりの消費額  6,600 円/人 

※令和 3 年度検証における一人当たりの買物飲食平均消費額 

③ 賃料水準 7％ 

※当該活動区域内の大規模小売店舗における賃料水準を参考に算出 
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５. 地域来訪者等利便増進活動により利益を受ける受益事業者の範囲 

受益事業者は、当該活動区域内に存在する大規模小売店舗への不動産貸付事業者で、次

のとおりである。 

 

表２「受益事業者の範囲一覧」 

受益事業者 店舗名称 
店舗所在地 

(地番) 

大阪ターミナルビル株式会社 
ｻｳｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 

ﾉｰｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 
北区梅田 3丁目 1番 1号、3 号 

阪急電鉄株式会社 
梅田阪急ビル 

〈阪急百貨店〉 
北区角田町 8番 7号 

阪神電気鉄道株式会社・ 

阪急電鉄株式会社 

大阪神ビルディング 

〈阪神百貨店〉 
北区梅田 1丁目 13番 13号 

 

６．計画期間 

2023年 4月 1日から 2027 年 3月 31 日まで（4年間） 

 

７．資金計画 

（１）資金計画 

表３「資金計画表」 

項目 2023年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

収入の部 11,700千円 11,700 千円 11,700 千円 11,700 千円 

  
交付金 6,521千円 6,521 千円 6,521 千円 6,521 千円 

自己資金 5,179千円 5,179 千円 5,179 千円 5,179 千円 

支出の部 11,700千円 11,700 千円 11,700 千円 11,700 千円 

  

事業実費 7,300千円 7,300 千円 7,300 千円 7,300 千円 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費 3,080千円 3,080 千円 3,080 千円 3,080 千円 

効果測定費 1,320千円 1,320 千円 1,320 千円 1,320 千円 

 

（２）受益事業者が負担することになる負担金の額について（素案） 

   各受益事業者の店舗面積に基づいて算出した受益の割合に応じて、各受益事業者の負

担金の額を算出する。 

まず、各受益事業者の店舗面積は次のとおりである。 
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表４「店舗面積一覧」 

受益事業者 店舗名称 店舗面積※1 備 考 

大阪ターミナルビル株式会社 
ｻｳｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 

ﾉｰｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 

    62,100 ㎡ 

  75,600 ㎡ 

計 137,700 ㎡ 

 

 

 

阪急電鉄株式会社 
梅田阪急ビル 

〈阪急百貨店〉 
 88,970㎡  

阪神電気鉄道株式会社・ 

阪急電鉄株式会社 

大阪神ビルディング 

〈阪神百貨店〉 
   60,000 ㎡ ※2 

合計 286,670㎡  

※1大規模小売店舗立地法届出一覧（2022.3時点。大阪市 HP）より引用 

※2床面積の区分所有割合 

阪神電気鉄道：阪急電鉄＝42,000㎡：18,000 ㎡ 

 

次に、上記による各受益事業者の受益の割合は次のとおりと考えられる。 

 

 ・大阪ターミナルビル株式会社 137,700/286,670 

 ・阪急電鉄株式会社      106,970/286,670 

   ・阪神電気鉄道株式会社     42,000/286,670 

 

以上より、各受益事業者の負担金の額は次のとおり。なお、１円未満は切り捨てとし、

不足が生じる場合は店舗面積が一番大きい受益事業者に加算する。 

 

  ・大阪ターミナルビル株式会社 6,521,000×137,700/286,670=3,132,319 円 

（※端数調整あり） 

   ・阪急電鉄株式会社      6,521,000×106,970/286,670=2,433,290円 

   ・阪神電気鉄道株式会社     6,521,000×42,000/286,670=955,391円 

 

（３）負担金の徴収方法について（素案） 

（２）で定めた金額を、大阪市が各受益事業者から一括で徴収する。 

 

 

８．その他内閣府令で定める事項（負担金制度対象以外の活動の内容、事業規模、損益） 

一般社団法人大阪梅田エリアマネジメントが行う地域来訪者等利便増進活動以外の事業

の概要、規模及び損益の状況は、以下のとおりである。 
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表５「地域来訪者等利便増進活動以外の事業の概要」 

事業名 事業概要 

公共空間整備運営系事業 

梅田地区エリアマネジメント実践連絡会が推進する

「Walkable UMEDA 構想」に基づいた、歩道空間の課題解

決や空間を構成する滞留施設等を検証する社会実験の検

討・実行（市道工業学校表通線沿など） 

公共サービス系事業 区域内の就労者等に対しての満足度向上施策の検討 

経済活動基盤強化系事業 
梅田地区のエリアマネジメント団体などと連携した、清

掃・防災活動等への参画検討 

 

表６「地域来訪者等利便増進活動以外の事業の規模および損益の状況」 

活動内容 
収入の部 支出の部 

項目 金額 項目 金額 

法人の運営 自己資金 690 千円 管理運営費 661 千円 

  合計 690 千円 合計 661 千円 

  正味財産増減額 29千円 

 

以上 
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（参考） 

   地域再生法（抄） 

（地域来訪者等利便増進活動計画の認定等） 

第17条の７ 第５条第４項第６号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第

15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施

団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関す

る計画（以下「地域来訪者等利便増進活動計画」という。）を作成し、当該地域来訪

者等利便増進活動計画が適当である旨の認定地方公共団体である市町村（以下「認

定市町村」という。）の長の認定を申請することができる。 

２－７ 省 略  

８ 認定市町村の長は、第１項の規定による認定の申請があった場合において、当該

地域来訪者等利便増進活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その

認定をするものとする。 

 ⑴ 認定地域再生計画に適合するものであること。 

⑵ 受益事業者の事業機会の増大又は収益性の向上及び第２項第１号の区域にお

ける経済効果の増進に寄与するものであると認められること。 

⑶ 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

 ⑷ 地域来訪者等利便増進活動により受益事業者が受けると見込まれる利益の限度

において、受益事業者が負担金を負担するものであること。 

⑸ 特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。 

９ 認定市町村の長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市

町村の議会の議決を経なければならない。 

10－14 省 略 
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